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○相模原市準用河川規則 

昭和５４年３月３１日 

規則第１３号 

改正 昭和５７年３月２７日規則第１３号 

昭和６０年６月８日規則第３０号 

昭和６２年３月３１日規則第２３号 

平成元年３月３１日規則第１１号 

平成５年３月３０日規則第７号 

平成８年１２月１９日規則第５４号 

平成１１年３月３１日規則第４０号 

平成１２年３月３１日規則第３７号 

平成１５年３月２７日規則第３３号 

平成１６年３月３１日規則第２９号 

平成２８年３月３１日規則第５０号 

平成２９年３月３１日規則第５６号 

平成３１年３月２９日規則第３１号 

令和３年１月２９日規則第５号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、河川法(昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。)第

１００条第１項の規定に基づき市長が指定した準用河川について、法、河川法施

行令(昭和４０年政令第１４号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和４

０年建設省令第７号)及び相模原市準用河川占用料徴収条例(平成１１年相模原市

条例第５０号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

(一部改正〔平成１２年規則３７号・３１年３１号〕) 

(河川工事等の施行承認の申請及び承認) 

第２条 政令第１１条に規定する承認申請書は、河川工事等の施行承認申請書とす

る。 

２ 前項の申請書は、河川工事又は河川の維持を行う日の２０日前までに市長に提
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出しなければならない。 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる図書のうち市長の指示したものを添付しなけ

ればならない。 

（１）当該許可申請に係る工事(以下「工事」という。)の位置及びその付近につ

いて、方位、町名、地番、人家、公共物等を明記した案内図 

（２）工事の計画の概要を記載した図書 

（３）次に掲げる事項を明記した実測平面図(５００分の１程度) 

ア方位及び河川の流水方向 

イ工事の区域又は位置 

ウ境界標 

エ工事の計画内容 

（４）横断図(１００分の１程度) 

（５）求積平面図 

（６）構造図 

（７）官民境界確定図 

（８）その他市長が必要と認める図書 

４ 市長は、第２項の規定により提出された申請書の内容が適当と認めたときは、

施行承認書を交付するものとする。 

(一部改正〔平成５年規則７号・１２年３７号・１５年３３号・３１年３１

号・令和３年５号〕) 

(流水等の占用の許可期間) 

第３条 法第２３条の規定による流水の占用の許可及び法第２４条の規定による土

地の占用の許可の期間は、５年以内とする。 

(一部改正〔平成１５年規則３３号・３１年３１号〕) 

(流水占用料等の減免) 

第４条 条例第７条の規定による流水占用料等の減額又は免除については、次に定

めるところによる。 

（１）流水占用料に係る減額又は免除の率は、１００パーセントとする。 

（２）土地占用料に係る減額又は免除の率は、相模原市道路占用料徴収条例施行
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規則(昭和４４年相模原市規則第２１号)別表の規定(各戸出入口として使用す

る通路及び通路橋に係る規定を除く。)を準用する。この場合において、同表中

「条例第５条第１号から第５号まで」とあるのは「相模原市準用河川占用料徴

収条例(平成１１年相模原市条例第５０号)第７条第１号から第６号まで」と、

「条例第５条第６号」とあるのは「相模原市準用河川占用料徴収条例第７条第

７号」と読み替えるものとする。 

２ 条例第７条の規定による流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、

流水占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、当該申請書の提出を省略することができる。 

（１）条例第７条第１号から第６号までに該当するとき。 

（２）電気事業法(昭和３９年法律第１７０号)第２条第１項第１７号に規定する

電気事業者が電柱の支柱若しくは支線又は架空の河川を横断する電線若しくは

各戸引込電線の設置のために占用するとき。 

（３）電気通信事業法(昭和５９年法律第８６号)第１２０条第１項に規定する認

定電気通信事業者が電話柱の支柱若しくは支線又は架空の河川を横断する電線

若しくは各戸引込電線の設置のために占用するとき。 

（４）ガス事業法(昭和２９年法律第５１号)第２条第６項に規定する一般ガス導

管事業者がガスの各戸引込地下埋設管の設置のために占用するとき。 

（５）下水道の各戸引込地下埋設管の設置のために占用するとき。 

(追加〔平成１２年規則３７号〕、一部改正〔平成１５年規則３３号・１６

年２９号・２８年５０号・２９年５６号・３１年３１号・令和３年５号〕) 

(様式) 

第５条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。 

(追加〔令和３年規則５号〕) 

(委任) 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

(一部改正〔平成５年規則７号・１２年３７号・令和３年５号〕) 

附 則 

この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 
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附 則(昭和５７年３月２７日規則第１３号) 

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則(昭和６０年６月８日規則第３０号) 

この規則は、公布の日から施行し、昭和６０年４月１日から適用する。 

附 則(昭和６２年３月３１日規則第２３号) 

この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則(平成元年３月３１日規則第１１号) 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則(平成５年３月３０日規則第７号) 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則(平成８年１２月１９日規則第５４号) 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の土地の占用に係る占用料か

ら適用し、同日前の土地の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

附 則(平成１１年３月３１日規則第４０号) 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条の規定は、平成１１年４月１日以後の流水等の占用に係る流水

占用料等について適用し、同日前の流水等の占用に係る流水占用料等については、

なお従前の例による。 

３ 前項の規定を適用した場合における平成１１年度分の日本電信電話株式会社が

する土地の占用に係る土地占用料については、相模原市河川法施行取扱規則第６

条の規定にかかわらず、平成１１年６月３０日までに徴収するものとする。 

附 則(平成１２年３月３１日規則第３７号) 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則(平成１５年３月２７日規則第３３号) 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年３月３１日規則第２９号) 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年３月３１日規則第５０号) 
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この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２９年３月３１日規則第５６号) 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則(平成３１年３月２９日規則第３１号) 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則(令和３年１月２９日規則第５号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和３年２月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の相模原市準用河川規則、相模

原市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則、相模原市聴聞及び弁

明の機会の付与に関する規則、相模原市長の資産等の公開に関する条例施行規則、

死体解剖保存法の施行に関する規則、相模原市墓地等の経営の許可等に関する条

例施行規則、都市計画法に基づく許可等の手続に関する規則、相模原市屋外広告

物条例施行規則、土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則又は災害救助法の施

行に関する規則の規定により定められた様式が残存するときは、それぞれ当該用

紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。 

 


